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各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 人 権 教 育 担 当 課 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 人 権 教 育 担 当 課 長 

各 都 道 府 県 私 学 主 管 課 長 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校主管課長 

附属学校を置く各公立大学法人附属学校主管課長 

中学校及び高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革 

特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の主管課長 

 

 

 内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室長 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

（公印省略） 

 

北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール 2025の実施について（依頼） 

 

北朝鮮当局による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる

重大な問題であり、国の責任において、主体的に取り組み、解決を目指すべき最重要課

題であります。 

拉致被害者やそのご家族の方々がご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題は、

ひと時もゆるがせにできない問題であり、今もなお被害者が自由を奪われ、帰国できな

い状態が続いている現在進行形の問題でもあります。 

このような認識のもと、政府としては、拉致問題に関する啓発活動にも力を入れて取

り組んでおり、特に、これまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代に対しての

啓発が重要であるとして、「北朝鮮当局による日本人拉致問題に関する映像作品等の活

用促進について」（令和７年４月１日付け閣副第 186 号、６初児生第 22 号内閣官房拉

致問題対策本部事務局政策推進企画室長・文部科学省初等中等教育局児童生徒課長連

名通知）にてご紹介させていただいておりましたとおり、全国の中学生及び高校生（義

務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校等の生徒を含む）を対象に作文コンクール

を実施しております。 

拉致問題関連の映像作品、舞台劇の視聴や拉致問題関連書籍の読書等を通じて拉致

問題を知ってもらい、拉致被害者やそのご家族の心情を理解するとともに、拉致問題解

決のために自分に何が出来るのか、何をすべきかについて深く考える機会とすること

を目的としています。 

つきましては、貴管下の学校に対し「北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール

殿 



2025」の実施と協力について、お取り計らい賜りますようよろしくお願いいたします。 

当該コンクールの詳細につきましては、別添資料又は拉致問題対策本部のホームペ

ージをご確認ください。 

 

（別添資料）北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール 2025募集要項 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

〇作文コンクールに関すること 

内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室（担当：和田） 

〒100-8968 東京都千代田区永田町 1-6-1 

TEL：03-3581-8898（直通） FAX：03-3581-6011 

E-mail：g.rachi@cas.go.jp 

拉致問題対策本部ホームページ URL：http://www.rachi.go.jp/ 

 

○学校教育における人権教育に関すること 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課指導係 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

TEL：03-5253-4111（内線 3291） FAX：03-6734-3735 

E-mail：jidous@mext.go.jp 
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